
気象警報発令に伴う店舗の営業時間について 

                                      

愛知教育大学生活協同組合 

2026.06.02 

 

日頃、生協の活動にご協力賜りありがとうございます。 

下記のエリアに「暴風特別警報、大雨特別警報、暴風警報又は暴風雪警報」が発令された場

合の営業は下記の通りといたします。 

 

-------------------------------------- 

＜対象地域＞ 

西三河南部（岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町）又は西

三河北西部（豊田市西部、みよし市）のいずれかの市町 

-------------------------------------- 

 

対象エリアに 

該当する警報が発令された場合 
eM 

HANDS 

UP 

7：10までに警報解除された場合 通常営業 通常営業 

8：50までに警報解除された場合 午前10：30を目安に営業開始 通常営業 

11：00までに警報解除された場合 午後12：20を目安に営業開始 閉店 

11：00までに警報が解除されない場合 閉店 閉店 

 

※当日の台風等の影響により変更する場合がございます。ご理解いただけますようお願い

申し上げます。 


